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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年６月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

  

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年３月１１日 ０８時００分ごろ 

発生場所 北海道標津
し べ つ

町標津漁港北東方沖 

標津港北防波堤灯台から真方位０２８°４.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４３°４３.５′ 東経１４５°１１.１′） 

事故の概要 漁船第三十一しべつ丸は、操業しながら南南東進中、また、漁船第

二十八大和
や ま と

丸は操業しながら西進中、両船が衝突した。 

第三十一しべつ丸は、左舷中央部外板の破口等を生じ、第二十八大

和丸は、船首部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和４年３月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三十一しべつ丸、１７トン 

ＨＫ２－２３０９１（漁船登録番号）、個人所有 

１７.５８ｍ（Lr）×４.５７ｍ×１.４８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５８２kＷ（動力漁船登録票による）、平成 

１５年１１月２４日 

Ｂ 漁船 第二十八大和丸、１４トン 

ＨＫ２－２１８１０（漁船登録番号）、個人所有 

   １９.１８ｍ（Lr）×４.３６ｍ×１.４３ｍ、軽合金 

  ディーゼル機関、５８９kＷ（動力漁船登録票による）、平成４

年７月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年７月１５日 

免許証交付日 平成３０年４月１１日 

           （令和５年７月１４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成４年６月１２日 

免許証交付日 令和４年４月２０日 

           （令和９年６月１１日まで有効） 
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死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に破口、主機に濡損 

Ｂ 船首部外板に破口及び凹損 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 ほとんどなし、視程 ３０～４０ｍ 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０５時４０分ごろ 

標津町には、３月１０日１５時３８分に濃霧注意報が発表され、

本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、ほたて
．．．

桁引漁の目的で、令和

４年３月１１日０５時３０分ごろ航海中の動力船であることを示す法

定灯火を表示し、また、船首マストの上部に緑色回転灯１個を、後部

甲板を照らす投光器１個を点灯して標津漁港を出港し、同漁港北東方

沖の漁場に向かった。 

Ａ船及びＢ船がふだんから行っているほたて
．．．

桁引漁は、幅約３ｍ、

長さ約１.５ｍ、高さ約６０cm の金属製の枠に長さ約３.５ｍの袋網を

取り付けた桁網を、左舷側、右舷側の順に両舷から投入し海底を引い

た後、船上に引き揚げて桁網の中に入ったほたて
．．．

貝を漁獲するもので

ある。（写真１参照） 

写真１ Ｂ船の桁網 

 

Ａ船は、０６時００分ごろ漁場に到着し、漁場を移動しながらほた
．．

て
．
桁引漁の操業を３回行った。 

船長Ａは、０７時５０分ごろ４回目の操業を開始したところ、周囲

の霧が濃くなり始め、視程３０～４０ｍに急激に悪化する状況下、操

舵室で舵輪の船尾方にある椅子に腰を掛け、目視及び０.５Ｍレンジ

のノースアップ表示としたレーダーによる見張りを続けた。 
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船長Ａは、約３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で両

舷から投入した桁網を引きながら南南東進中、Ｂ船が霧の中から突如

現れ、左舷方至近に接近するのを目視で認めたものの、どうすること

もできず、０８時００分ごろＡ船の左舷中央部とＢ船の船首部とが衝

突した。 

船長Ａは、Ａ船の損傷状況を確認したところ、自力での航行は不可

能と判断し、船長Ｂに連絡してＡ船をＢ船に横抱きにしてもらい、共

に標津漁港に帰港した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか５人が乗り組み、ほたて
．．．

桁引漁の目的で、０５

時３０分ごろ航海中の動力船が表示する灯火を表示し、また、前部甲

板、後部甲板及び両舷通路を照らす作業灯計４個を点灯して標津漁港

を出港し、同漁港北北東方沖の漁場に向かった。 

Ｂ船は、０６時００分ごろ漁場に到着し、ほたて
．．．

桁引漁の操業を２

回行った後、同漁場から東南東方約１Ｍの別の漁場に移動した。 

船長Ｂは、０７時５５分ごろ漁場への移動を終え、周囲の霧が濃く

なり始め、視程３０～４０ｍに急激に悪化する状況下、０.７５Ｍレ

ンジのノースアップ表示としたレーダーの画面を見たところ、Ｂ船の

右舷船首方約２０°、０.７５Ｍ付近に、他船と思われる映像を認め

た。 

船長Ｂは、まだ距離が離れているので、もう少ししてから再度レー

ダーを確認しようと思い、操舵室右舷側に立って前部甲板で行われて

いる桁網の投入作業を監視しながら、約８kn の速力で西進していたと

ころ、左舷側の桁網を投入した直後、Ａ船が霧の中から突如現れ、Ｂ

船の右舷船首方至近に接近するのを目視で認め、主機を後進としたも

のの、Ｂ船の船首部とＡ船の左舷中央部とが衝突した。 

船長Ｂは、Ｂ船の損傷状況を確認し、浸水もなく自力航行可能で 

あったので、損傷したＡ船を横抱きにして、共に標津港に帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真２ Ａ船、写真３ Ａ船の損傷

部分、写真４ Ｂ船、写真５ Ｂ船の損傷部分（修繕済） 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、目視のほか、１分間に１度程度の頻度でレーダー画面を

監視して見張りを行っていたが、Ｂ船と衝突するまで、Ａ船に接近す

る他船の映像を認めなかった。 

Ａ船の装備していたレーダーは、方位分解能１.９°のＸバンド 

レーダーで、船長Ａの所属する漁業部会が、本船を令和３年１２月末

に中古船として購入し、令和４年１月に船長Ａが本船に乗り組む際

に、新品を購入して装備されたものであった。 

船長Ａは、本船に乗り組んで以降、レーダーの海面反射除去（ＳＴ

Ｃ）機能及び雨雪反射除去（ＦＴＣ）機能を自動調整として使用し、

これまで同設定で使用していて周囲の船等が映っていたので、本事故

時、視程が３０～４０ｍに急激に悪化した際、設定変更の必要を感じ
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なかった。 

船長Ａは、ＳＴＣ機能及びＦＴＣ機能を自動調整で使用していたこ

とで、物標の映りが悪くなり、レーダー画面にＢ船が映っていなかっ

たのかもしれないと、本事故後に思った。 

文献「電波計器」（西谷芳雄著、株式会社成山堂書店、平成１４年

３月発行）によれば、次のとおりである。 

ＳＴＣは近距離の感度を下げているのであるから、目標からの反射

波にたいしても感度が下がっている。従ってこの調整を効かせすぎる

と映像面はきれいになるが物標の映像も消える心配がある。 

 Ｂ船は、桁網の投入作業を行う際、投入時に桁の上に網がかぶさっ

た状態にならないよう、８kn程度の速力を維持する必要があった。 

 船長Ｂは、桁網の投入作業中に何度かレーダー画面を確認していれ

ば、Ａ船がＢ船に接近していることに気付き、Ａ船との衝突を回避で

きたのではないかと、本事故後に思った。 

Ａ船及びＢ船は、霧により視界が制限された状態となった際、汽笛

を吹鳴しておらず、船長Ａ及び船長Ｂは本事故時、他船の汽笛を聞い

ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ船は、霧により視界が制限された標津漁港北東方沖において、操

業中、船長Ａが、レーダーを確認したもののＡ船に接近する他船の映

像を認めず、接近する他船はいないと思い、両舷から投入した桁網を

引きながら南南東進を続けたことから、左舷船首方から接近するＢ船

に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、レーダーのＳＴＣ機能及びＦＴＣ機能を自動調整で使用

していたことから、目標からの反射波に対して感度が下がり、レー 

ダー画面でＢ船の映像を判別できなかった可能性があると考えられる

が、その状況を明らかにすることはできなかった。 

Ｂ船は、霧により視界が制限された標津漁港北東方沖において操業

中、船長Ｂが、レーダーで右舷船首方に他船と思われる映像を認め、

まだ距離が離れているので、もう少ししてから再度レーダーを確認し

ようと思ったものの、桁網の投入作業を監視することに気を取られ、

西進を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

Ａ船及びＢ船が、操業中に視界制限状態となった際、直ちに汽笛を

吹鳴していれば、両船が互いに接近する状況であることに気付き、本

事故の発生を回避できたものと考えられる。 

原因 本事故は、霧により視界が制限された標津漁港北東方沖において、

Ａ船が操業中、船長Ａが、レーダーで、接近する他船の映像を認め
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ず、接近する他船はいないと思い、両舷から投入した桁網を引きなが

ら南南東進を続け、また、Ｂ船が操業中、船長Ｂが、レーダーで右舷

船首方に他船と思われる映像を認め、まだ距離が離れているので、も

う少ししてから再度レーダーを確認しようと思ったものの、桁網の投

入作業を監視することに気を取られ、西進を続けたため、両船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、レーダーを使用するに当たり、海面反射除去機能及び雨

雪反射除去機能の自動調整を基本として濃霧の際は手動調整を試

みる等、常に最適な映像を維持すること。 

・漁船の船長は、操業だけに意識を向けることなく、目視及びレー

ダー等を使用して、適切な見張りを継続して行うこと。 

・漁船の船長は、操業中であっても、視界制限状態となった場合に

は、直ちに汽笛を吹鳴すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真２ Ａ船 

 
 

 

写真３ Ａ船の損傷部分 
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写真４ Ｂ船 

 

 

写真５ Ｂ船の損傷部分（修繕済） 

 


